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神奈川県プラスチック資源循環推進等計画の素案に対する意見と対応 

 

１ 第 74 回神奈川県環境審議会（R4.8.25 開催）での意見と対応 

No 目次 意見趣旨 対応 

１ 

Ⅱ プラ

スチック

ごみを取

り巻く社

会的状況

の変化 

プラスチック問題をクジラの赤

ちゃんで象徴するのは良い面もあ

るが、クジラの赤ちゃんのためと

誘導されている感じがある。海洋

問題としてのシンボルではある

が、大きい問題はそれだけではな

いことを県民に啓発していくこと

も大切である。 

プラスチック問題への取組み

は、地球温暖化対策としても重要

であることを計画に記載してお

り、県民への普及啓発にあたって

は、ご意見も踏まえ実施してまい

ります。 

２ 

Ⅱ プラ

スチック

ごみを取

り巻く社

会的状況

の変化、 

Ⅵ 推進

方策 

不織布マスクがプラスチックで

あることを知らない県民も多いと

思うが、紙なのかプラスチックな

のか分からないようなものも、実

はプラスチックだといった情報

を、県民に周知してほしい。特に

衛生製品にはプラスチックの使用

が多く、例えば、マスクが風に飛

ばされてしまっても拾ってゴミ箱

に入れるなど、コロナ禍と相まっ

て県民にうまく普及啓発してほし

い。 

計画案Ⅱ（p.7）中にコラムとし

て、不織布マスクはプラスチック

であることを周知等するための記

事を掲載しました。 

また、今後の普及啓発について

は、いただいたご意見も参考に検

討してまいります。 

３ 

Ⅴ 施策

の基本的

な方針、 

Ⅵ 推進

方策 

県としてどの方策に重点を置い

ているのか明確化した方がよい。

発生抑制が一番重要であると考え

るが、発生抑制やリサイクルの推

進は産業系が進めやすいのではな

いか。 

計画案Ⅴ(p.20)の「基本的な方

針」に取組みの優先順位を示しま

した。また、計画案Ⅳ(p.15)中に

コラムを追加し、リデュースが最

も重要である旨を記載しました。 

４ 

Ⅴ 施策

の基本的

な方針、 

Ⅵ 推進

方策 

リサイクルよりもリデュースが

重要であり、ワンウェイプラの削

減にはもう少し重点をおくべきで

はないか。 

計画案Ⅴ(p.20)の「基本的な方

針」に取組みの優先順位を示しま

した。また、計画案Ⅳ(p.15)中に

コラムとして、ワンウェイプラス

チックの削減に係る記事を掲載し

ました。またこの中でリデュース

が最も重要である旨を記載しまし

た。 

参考資料 



2 

５ 
Ⅵ 推進

方策 

上流側となる事業者の支援とし

て、環境に良いことをした事業者

に対して経済的インセンティブを

与えられる施策を検討してほし

い。例えば環境以外の分野におけ

る補助制度において、プラ対策に

取組む事業者の補助率を加算する

など、中長期的に検討してほしい。 

他部局との連携も含めて今後の

課題として検討してまいります。 

６ 
Ⅵ 推進

方策 

普及啓発は単に現状や法律の内

容を伝えるのではなく、分別を徹

底することでリサイクルのルート

や効率が変わることも訴えていく

必要がある。小学生向けの映像教

材を活用した環境教育について

は、販売店や製造事業者とも連携

して進めた方が良い教材ができる

のではないか。 

今後の普及啓発及び環境教育の

実施にあたり、いただいたご意見

も参考に検討してまいります。 

７ 
Ⅵ 推進

方策 

山、川、海は一体であることか

ら、クリーン活動は、市町村、団

体等とも連携して全県的な取組み

を進めていく必要がある。例えば、

全県で一斉にクリーン活動を実施

するクリーン作戦デーを設けるこ

と等を検討してほしい。 

環境月間（６月）やごみゼロの

日（５月30日）といった既存の取

組みの中で市町村等と連携したク

リーン活動の一斉実施を行ってい

ることから、引き続きこれらの取

組みを推進してまいります。 

８ 

Ⅷ 計画

の進行管

理 

リサイクルについては、サーマ

ルよりもマテリアルやケミカルを

優先して進めていくものと考える

が、サーマルの割合を何パーセン

トとするなど数値目標を作っても

よいのではないか。 

熱回収に係る数値目標について

は、今後、国において廃棄物分野

の脱炭素に向けた具体の実行計画

の作成を予定していると聞いてお

り、その内容も踏まえて検討する

必要があるとの考えから、現時点

では設定しないこととしました

が、プラスチックの再生利用を進

めるとともに、熱回収の割合はで

きるだけ減らしていくことが必要

と考えています。 

このため、計画案Ⅴ（p.20）の

「基本的な方針」に熱回収に係る

考え方を示したほか、計画案Ⅵ

（p.22）中に中長期的な方針を追

記しました。また、計画の進行管

理における有効利用率の把握・公

表（p.27）の中で熱回収による有

効利用率も把握に努め、公表して

いくこととしました。 
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９ 

Ⅷ 計画

の進行管

理 

進行管理の指標は素案に示され

た４項目では不十分ではないか。

国の戦略において示されたマイル

ストーンについて、県としての数

値目標を立てることはできないの

か。例えばワンウェイプラの削減

をどのくらいの目標でやっていく

など、もっと目標項目を増やす検

討をしてほしい。市町村の焼却炉

であればサーマルの割合など調査

し把握可能であることから、数値

目標を掲げるべきと考える。 

国がプラスチック資源循環戦略

で定めた６つのマイルストーンの

うち、県単位での実績値の把握が

困難なものについては、県独自の

目標値を設定しないこととしまし

た。 

なお、各マイルストーンの全国

での実績値については、現在、国

において把握方法等を検討してい

るところと聞いており、県として

は国に対して実績の把握と公表を

求めていきます。 

※熱回収の数値目標設定に関する

対応はNo８参照 
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２ 県議会 環境農政常任委員会（R4.9 月開催）での主な意見と対応 

No 目次 意見趣旨 対応 

１ 
全体につ

いて 

 計画が実効性のあるものとな

るよう、縦割りではなく、横のつ

ながりを強化し、県全体として実

効性のある計画策定を進めてい

ただきたい。 

 プラスチックの資源循環には、環

境部局だけではなく他部局との連

携も必要になってくることから、関

係機関とも調整を図りながら計画

の策定を進めてまいります。 

２ 

Ⅲ 本県

における

プラスチ

ックごみ

の現状

等、 

Ⅷ 計画

の進行管

理 

熱回収を促進するという観点

が追加されたことは、温室効果ガ

スの削減に積極性を欠くとの誤

った印象を県民に与えかねない。 

把握が十分なされていない産

業廃棄物部門の熱回収の現状の

調査を進めるとともに、計画素案

に示された年度ごとの有効利用

率の数値目標と並んで、熱回収割

合の削減の数値目標を設定し、具

体的に取り組んでいくことを求

める。 

産業廃棄物に係る熱回収割合の

把握には、県内政令市の協力や、県

外での処理状況の把握等も必要と

なることから、どこまで把握するこ

とが可能かも含め整理し、把握に努

めていきます。 

熱回収に係る数値目標について

は、今後、国において廃棄物分野の

脱炭素に向けた具体の実行計画の

作成を予定していると聞いており、

その内容も踏まえて検討する必要

があるとの考えから、現時点では設

定しないこととしましたが、プラス

チックの再生利用を進めるととも

に、熱回収の割合はできるだけ減ら

していくことが必要と考えていま

す。 

このため、計画案Ⅴ（p.20）の「基

本的な方針」に熱回収に係る考え方

を示したほか、計画案Ⅵ（p.22・23）

中に中長期的な方針を追記し、熱回

収の促進という表現を修正しまし

た。また、計画の進行管理における

有効利用率の把握・公表（p.27）の

中で熱回収による有効利用率も把

握に努め、公表していくこととしま

した。 

３ 

Ⅲ 本県

における

プラスチ

ックごみ

の現状

等、 

Ⅷ 計画

の進行管

理 

 実効性のある計画とするため、

県内におけるプラスチック製造

量や、３Ｒ＋Renewableの現状、

マテリアルリサイクル、ケミカル

リサイクル及びサーマルリサイ

クルの割合、各市町村のごみ処理

場の現状等を示したうえで、部門

別の削減目標を設定し、その状況

把握に努めるよう要望する。 

県内におけるプラスチック製造

量については、製造されたプラスチ

ック素材等は、国内に広く流通し、

輸出入も行われるため、県内におけ

るプラスチックの製造量が、県内の

プラごみ発生量等に直接関係する

ものではないことから、把握は行っ

ていません。 

また、３Ｒ＋Renewableのうち、プ

ラスチック使用量の削減や、再生可

能資源への転換状況については、製

品の物流過程において、プラスチッ
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クに着目した量の管理が一般的に

行われていないため、県内でどれだ

けのプラスチックが使われている

かなど、入口部分の把握は困難と考

えています。 

次に、マテリアルリサイクルとケ

ミカルリサイクルについては、その

割合を県単位で分けて算出するこ

とは現時点では困難ですが、その合

計については、有効利用率から下記

の熱回収の割合を引くことで把握

ができると考えています。 

熱回収については、計画案Ⅵ

（p.22）中に中長期的な方針を追記

したほか、計画の進行管理における

有効利用率の把握・公表（p.27）の

中で熱回収による有効利用率も把

握に努め、公表していくこととしま

すが、数値目標については、今後、

国において廃棄物分野の脱炭素に

向けた具体の実行計画の作成を予

定していると聞いており、その内容

も踏まえて検討する必要があると

の考えから、現時点では設定しない

こととしました。 

４ 

Ⅳ 本県

における

これまで

の取組み 

素案中マイクロプラスチック

の発生元等に係る実態調査の記

載について、理解促進のために

も、文章表現のみにとどめず、

エビデンスデータを記載するな

ど工夫していただきたい。 

計画案Ⅳ（p.18）中の実態調査に

係る記載ついて、エビデンスとなる

論文を掲載するなど、表現を修正し

たほか、道路側溝が海に通じている

ことを分かりやすく伝えるための

コラム（p.19）を追加しました。ま

た、計画案Ⅱ（p.４）中のコラムは、

海岸ごみに関する説明を追記しま

した。 

５ 
Ⅵ 推進

方策 

仮想空間を活用して、プラご

み問題について普及啓発を行う

ような取組みも期待されること

から、若い世代の意見も聞きな

がら検討してほしい。 

若い世代の意見も取り入れる形

でのフォーラムの開催等を検討し

てまいります。 
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６ 
Ⅵ 推進

方策 

県独自に、拡大生産者責任とし

て、不必要なプラスチック製品を

生産しない等の規制ルールを設

けるよう要望する。 

 製造量は需要動向に基づき管理

されているものであり、本県として

現状において製造事業者に対する

規制を設けることは考えておりま

せん。 

なお、プラスチックの資源循環に

おいて、発生抑制が最も重要である

ことから、過剰なプラスチックの使

用を削減するよう県民等に対して

普及啓発してまいります。 

７ 
Ⅵ 推進

方策 

市民の行動変容をどのように

誘導するかが重要であり、まずは

発生抑制をメインに置き、複雑な

分別やリサイクルありきではな

い、市民の行動変容に繋がる計画

策定を要望する。 

 県民の行動変容は重要であるこ

とから、各種普及啓発や学校や地域

等における環境教育を推進してま

いります。 

 

 


